
1

 平成28年３月３日

木　曜　日

第 2772 号　平成 28 年３月３日（木曜日）

第 27 7 2 号

目　　　　次

告　　　　　示

◉指定居宅サービス事業者の指定（長寿福祉課）････････････････････････････････････････････････････２

◉指定居宅介護支援事業者の指定（長寿福祉課）････････････････････････････････････････････････････３

◉指定介護予防サービス事業者の指定（長寿福祉課）････････････････････････････････････････････････３

◉指定居宅サービス事業者の変更の届出（長寿福祉課）･･････････････････････････････････････････････４

◉指定居宅介護支援事業者の変更の届出（長寿福祉課）･･････････････････････････････････････････････５

◉指定介護予防サービス事業者の変更の届出（長寿福祉課）･･････････････････････････････････････････６

◉指定障害児通所支援事業者の指定（２件）（障害福祉課）･･･････････････････････････････････････････７

◉障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者

　の指定（障害福祉課）･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････７

◉障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者

　の指定更新（障害福祉課）･･････････････････････････････････････････････････････････････････････７

◉大規模小売店舗立地法に基づく意見に係る公告（中小企業課）･･････････････････････････････････････８

◉茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の一部改正（農業経営課）････････････････････････････････９

◉木材業者等の登録（林政課）････････････････････････････････････････････････････････････････････９

◉漁船損害等補償法に基づく付保義務の発生（６件）（漁政課）･･･････････････････････････････････････９

◉建設業法による許可の取消し（監理課）･･････････････････････････････････････････････････････････11

◉道路の区域の変更（７件）（道路維持課）･････････････････････････････････････････････････････････12

◉道路の供用の開始（３件）（道路維持課）･････････････････････････････････････････････････････････15

◉車両制限令の規定に基づく道路の指定及び車両の通行方法の指定（道路維持課）･･････････････････････15

◉土地区画整理審議会委員選挙の当選人の決定（工事事務所）････････････････････････････････････････16

公　　　　　告

◉特定非営利活動法人の定款変更認証申請に関する公告（生活文化課）････････････････････････････････17

◉平成28年度前期技能検定実施公示（職業能力開発課）･･････････････････････････････････････････････17

◉平成28年度技能検定（随時３級，基礎１級及び基礎２級）実施公示（職業能力開発課）････････････････21

◉農用地利用配分計画の認可の申請（農業経営課）･･････････････････････････････････････････････････23

◉農用地利用配分計画の認可（農業経営課）････････････････････････････････････････････････････････24

◉開発行為の工事完了（９件）（建築指導課）･･･････････････････････････････････････････････････････25

◉道路の廃止（建築指導課）･･････････････････････････････････････････････････････････････････････26

（労 働 委 員 会）

◉審査の実施状況の公表･････････････････････････････････････････････････････････････････････････27

　ページ



2 第 2772 号　平成 28 年３月３日（木曜日）

正　　　　　誤
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告　　　　　示

茨城県告示第222号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定に基づき，次のとおり変更届出があったので，同法第78条の規

定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

介 護 保 険
事業所番号 申請者の名称 代表者の氏名 主たる事務所

の 所 在 地 事業所の名称 事業所の
所 在 地

指　定
年月日

サービス
の 種 類

0870105590 株式会社　
ファミーユ 大島　孝之 茨城県水戸市

大場町10－45
健康ぷらす水
戸

茨城県水戸市
新荘３－８－
10

平成28年
１月１日 通所介護

0870202306
株式会社　
アーバンアー
キテック

川又　則夫
茨城県ひたち
なか市勝田泉
町４－17

ご長寿くらぶ
日立大久保訪
問介護事業所

茨城県日立市
大久保町４－
７－15

平成28年
１月20日 訪問介護

0870202314 コンテック　
株式会社 岡部　英明

茨城県日立市
多賀町２－10
－７

デイサービス
まごころの家
　日高

茨城県日立市
日高町４－６
－９

平成28年
１月18日 通所介護

0870202322
株式会社　
アーバンアー
キテック

川又　則夫
茨城県ひたち
なか市勝田泉
町４－17

ご長寿くらぶ
日立滑川デイ
サービスセン
ター

茨城県日立市
東滑川町４－
15－１

平成28年
１月20日 通所介護

0870202330
株式会社　
アーバンアー
キテック

川又　則夫
茨城県ひたち
なか市勝田泉
町４－17

ご長寿くらぶ
日立滑川訪問
介護事業所

茨城県日立市
東滑川町４－
15－１

平成28年
１月20日 訪問介護

0870202348
株式会社　
アーバンアー
キテック

川又　則夫
茨城県ひたち
なか市勝田泉
町４－17

ご長寿くらぶ
日立大久保デ
イサービスセ
ンター

茨城県日立市
大久保町４－
７－15

平成28年
１月20日 通所介護

0870501145 社会福祉法人
　地域福祉会 幕内　幹男

茨城県石岡市
東石岡３－２
－19

デイサービス･･･
ようよう

茨城県石岡市
東石岡３－２
－19

平成28年
１月１日 通所介護

0870700564

特定非営利活
動法人　訪問
介護ステー
ション・ムラ
ヤマ

村山　幸子
茨城県結城市
江川新宿1969
－58

訪問介護ス
テーション・
ムラヤマ

茨城県結城市
江川新宿1969
－58

平成28年
１月１日 訪問介護

0870801107 株式会社　し
ずく 石井　治美

茨城県龍ケ崎
市佐貫３－７
－７

デイサービス･･･
つくしんぼハ
ピネス

茨城県龍ケ崎
市藤ケ丘４－
５－13

平成28年
１月５日 通所介護

0871001038 合同会社　
あ・さ・ひ 西尾　美代子 茨城県下妻市

堀篭1434－10
あさひ介護支
援センター

茨城県下妻市
堀篭1434－10

平成28年
１月22日 訪問介護

0875100349
株式会社　デ
イステーショ
ンにこにこ

内田　かつ子
茨城県桜川市
上野原地新田
240－２

デイステー
ションにこに
こ

茨城県桜川市
上野原地新田
240－２

平成28年
１月12日 通所介護
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介 護 保 険
事業所番号 申請者の名称 代表者の氏名 主たる事務所

の 所 在 地 事業所の名称 事業所の
所 在 地

指　定
年月日

サービス
の 種 類

0875600405 有限会社　義
伝商事 持永　義也

茨城県石岡市
茨城１－２－
21

ハウス　デア･･･
ダマリス　デ
イサービスセ
ンター

茨城県小美玉
市下玉里2014
－１

平成28年
１月29日 通所介護

茨城県告示第223号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の規定に基づき，次のとおり指定したので，同法第85条の規定

により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

介 護 保 険
事業所番号 申請者の名称 代表者の氏名 主たる事務所

の 所 在 地 事業所の名称 事業所の
所 在 地

指　定
年月日

サービス
の 種 類

0870105608 有限会社　ヨ
シフク 蔀　敏幸

茨城県水戸市
酒門町1437－
３

ケアプランセ
ンター　ヨシ
フク

茨城県水戸市
酒門町1437－
３

平成28年
１月15日

居宅介護
支援

0875400236 株式会社　ケ
アラボ 高柳　忍 茨城県鉾田市

烟田1484－１ 新宮 茨城県鉾田市
烟田1484－１

平成28年
１月１日

居宅介護
支援

茨城県告示第224号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の規定に基づき，次のとおり指定したので，同法第115条の10の

規定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

介 護 保 険
事業所番号 申請者の名称 代表者の氏名 主たる事務所

の 所 在 地 事業所の名称 事業所の
所 在 地

指　定
年月日

サービス
の 種 類

0870105590 株式会社　
ファミーユ 大島　孝之 茨城県水戸市

大場町10－45
健康ぷらす水
戸

茨城県水戸市
新荘３－８－
10

平成28年
１月１日

介護予防
通所介護

0870202306
株式会社　
アーバンアー
キテック

川又　則夫
茨城県ひたち
なか市勝田泉
町４－17

ご長寿くらぶ
日立大久保訪
問介護事業所

茨城県日立市
大久保町４－
７－15

平成28年
１月20日

介護予防
訪問介護

0870202314 コンテック　
株式会社 岡部　英明

茨城県日立市
多賀町２－10
－７

デイサービス
まごころの家･･･
日高

茨城県日立市
日高町４－６
－９

平成28年
１月18日

介護予防
通所介護

0870202322
株式会社　
アーバンアー
キテック

川又　則夫
茨城県ひたち
なか市勝田泉
町４－17

ご長寿くらぶ
日立滑川デイ
サービスセン
ター

茨城県日立市
東滑川町４－
15－１

平成28年
１月20日

介護予防
通所介護

0870202330
株式会社　
アーバンアー
キテック

川又　則夫
茨城県ひたち
なか市勝田泉
町４－17

ご長寿くらぶ
日立滑川訪問
介護事業所

茨城県日立市
東滑川町４－
15－１

平成28年
１月20日

介護予防
訪問介護

0870202348
株式会社　
アーバンアー
キテック

川又　則夫
茨城県ひたち
なか市勝田泉
町４－17

ご長寿くらぶ
日立大久保デ
イサービスセ
ンター

茨城県日立市
大久保町４－
７－15

平成28年
１月20日

介護予防
通所介護
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介 護 保 険
事業所番号 申請者の名称 代表者の氏名 主たる事務所

の 所 在 地 事業所の名称 事業所の
所 在 地

指　定
年月日

サービス
の 種 類

0870501145 社会福祉法人
　地域福祉会 幕内　幹男

茨城県石岡市
東石岡３－２
－19

デイサービス･･･
ようよう

茨城県石岡市
東石岡３－２
－19

平成28年
１月１日

介護予防
通所介護

0870700564

特定非営利活
動法人　訪問
介護ステー
ション・ムラ
ヤマ

村山　幸子
茨城県結城市
江川新宿1969
－58

訪問介護ス
テーション・
ムラヤマ

茨城県結城市
江川新宿1969
－58

平成28年
１月１日

介護予防
訪問介護

0870801107 株式会社　し
ずく 石井　治美

茨城県龍ケ崎
市佐貫３－７
－７

デイサービス･･･
つくしんぼハ
ピネス

茨城県龍ケ崎
市藤ケ丘４－
５－13

平成28年
１月５日

介護予防
通所介護

0871001038 合同会社　
あ・さ・ひ 西尾　美代子 茨城県下妻市

堀篭1434－10
あさひ介護支
援センター

茨城県下妻市
堀篭1434－10

平成28年
１月22日

介護予防
訪問介護

0871900866
株式会社　エ
ヌケイコーポ
レーション

水島　剛
茨城県つくば
市台町２－４
－１

デイサービス･･･
ひたち野

茨城県牛久市
ひたち野東４
－８－４

平成28年
１月１日

介護予防
通所介護

0875100349
株式会社　デ
イステーショ
ンにこにこ

内田　かつ子
茨城県桜川市
上野原地新田
240－２

デイステー
ションにこに
こ

茨城県桜川市
上野原地新田
240－２

平成28年
１月12日

介護予防
通所介護

0875600405 有限会社　義
伝商事 持永　義也

茨城県石岡市
茨城１－２－
21

ハウス　デア･･･
ダマリス　デ
イサービスセ
ンター

茨城県小美玉
市下玉里2014
－１

平成28年
１月29日

介護予防
通所介護

茨城県告示第225号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定に基づき，次のとおり変更届出があったので，同法第78条の規

定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

介 護 保 険
事業所番号 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス

の 種 類 変更内容 変　更
年月日

0871600730 サンハート　株式
会社

福祉用具レンタル
サービス　笑くぼ

茨城県笠間市鯉
淵6526－155

特定福祉用
具販売

事業所所在地
（旧所在地：茨
城県笠間市鯉淵
6227－１　101
号）

平成27年
７月１日

0871600730 サンハート　株式
会社

福祉用具レンタル
サービス　笑くぼ

茨城県笠間市鯉
淵6526－155

福祉用具貸
与

事業所所在地
（旧所在地：茨
城県笠間市鯉淵
6227－１　101
号）

平成27年
７月１日

0870103462 株式会社　エビナ
総合商事

訪問介護サービス
事業所　森のクマ
さん　水戸店

茨城県水戸市藤
柄町2965－１ 訪問介護

事業所所在地
（旧所在地：茨
城県水戸市元吉
田町2981　第一
共栄ハウス201）

平成27年
８月18日

0870103934 株式会社　花音 デイホーム　花音 茨城県水戸市小
吹町2327－1 通所介護

事業所所在地
（旧所在地：茨
城県水戸市平須
町1828－539）

平成27年
8月25日
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介 護 保 険
事業所番号 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス

の 種 類 変更内容 変　更
年月日

0870201613 株式会社　アイエ
ヌシー

日立デイサービス
　陽だまり

茨城県日立市大
みか町３－16－
23

通所介護

事業所名称
（旧名称：日立
デイサービス　
ひだまり）
事業所所在地
（旧所在地：茨
城県日立市東滑
川町２－18－5）

平成27年
９月１日

0870101169 社会福祉法人　愛
の会

リハビリデイサー
ビスセンター　
はーとぴあ

茨城県水戸市開
江町８ 通所介護

事業所名称
（旧名称：デイ
サービスセン
ター　はーとぴ
あ）

平成27年
11月１日

0872900238 株式会社　深沢商
事

福祉サービスみど
り　あずま

茨城県稲敷市東
大沼626－２ 通所介護

事業所名称
（旧名称：福祉
サービスみどり･･･
通所介護事業
所）

平成27年
12月１日

0870800307
特定非営利活動法
人　ユーアンドア
イ

ユーアンドアイ介
護ステーション

茨城県龍ケ崎市
奈戸岡２－195 訪問介護

事業所所在地
（旧所在地：茨
城県龍ケ崎市姫
宮町104）

平成27年
12月５日

0861690055 有限会社　トライ
訪問看護リハビリ
ステーション花き
りん

茨城県笠間市鯉
淵6267－86 訪問看護

事業所名称
（旧名称：ケ
アーズ訪問看護
リハビリステー
ションかさま）

平成28年
１月１日

0871701025 株式会社　エヌ・
ビー・ラボ

エルスリークラブ
茨城取手

茨城県取手市谷
中550－８ 通所介護

事業所名称
（旧名称：通所
介護事業所エル
スリークラブ茨
城取手）

平成28年
１月１日

茨城県告示第226号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条の規定に基づき，次のとおり変更届出があったので，同法第85条の規

定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

介 護 保 険
事業所番号 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス

の 種 類 変更内容 変　更
年月日

0872101373 株式会社　ありが
園 ケアプラン「あい」

茨城県ひたちな
か市東石川3139
－２

居宅介護支
援

事業所所在地
（旧所在地：茨
城県ひたちな
か市高野212－
159）

平成27年
10月１日

0870103942 株式会社　花音 ケアプランセン
ター　花音

茨城県水戸市小
吹町2327－１

居宅介護支
援

事業所所在地
（旧所在地：茨
城県水戸市平須
町1828－539）

平成27年
８月25日
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茨城県告示第227号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５の規定に基づき，次のとおり変更届出があったので，同法第115

条の10の規定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

介 護 保 険
事業所番号 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス

の 種 類 変更内容 変　更
年月日

0871600730 サンハート　株式
会社

福祉用具レンタル
サービス　笑くぼ

茨城県笠間市鯉
淵6526－155

特定介護予
防福祉用具
販売

事業所所在地
（旧所在地：茨
城県笠間市鯉淵
6227－１　101
号）

平成27年
７月１日

0871600730 サンハート　株式
会社

福祉用具レンタル
サービス　笑くぼ

茨城県笠間市鯉
淵6526－155

介護予防福
祉用具貸与

事業所所在地
（旧所在地：茨
城県笠間市鯉淵
6227－１　101
号）

平成27年
７月１日

0870103462 株式会社　エビナ
総合商事

訪問介護サービス
事業所　森のクマ
さん　水戸店

茨城県水戸市藤
柄町2965－１

介護予防訪
問介護

事業所所在地
（旧所在地：茨
城県水戸市元吉
田町2981　第一
共栄ハウス201）

平成27年
８月18日

0870103934 株式会社　花音 デイホーム　花音 茨城県水戸市小
吹町2327－１

介護予防通
所介護

事業所所在地
（旧所在地：茨
城県水戸市平須
町1828－539）

平成27年
８月25日

0870201613 株式会社　アイエ
ヌシー

日立デイサービス･･･
陽だまり

茨城県日立市大
みか町３－16－
23

介護予防通
所介護

事業所名称
（旧名称：日立
デイサービス　
ひだまり）
事業所所在地
（旧所在地：茨
城県日立市東
滑川町２－18－
５）

平成27年
９月１日

0870101169 社会福祉法人　愛
の会

リハビリデイサー
ビスセンター　
はーとぴあ

茨城県水戸市開
江町８

介護予防通
所介護

事業所名称
（旧名称：デイ
サービスセン
ター　はーとぴ
あ）

平成27年
11月１日

0872900238 株式会社　深沢商
事

福祉サービスみど
り　あずま

茨城県稲敷市東
大沼626－２

介護予防通
所介護

事業所名称
（旧名称：福祉
サービスみどり･･･
通所介護事業
所）

平成27年
12月１日

0870800307
特定非営利活動法
人　ユーアンドア
イ

ユーアンドアイ介
護ステーション

茨城県龍ケ崎市
奈戸岡２－195

介護予防訪
問介護

事業所所在地
（旧所在地：茨
城県龍ケ崎市姫
宮町104）

平成27年
12月５日

0861690055 有限会社　トライ
訪問看護リハビリ
ステーション花き
りん

茨城県笠間市鯉
淵6267－86

介護予防訪
問看護

事業所名称
（旧名称：ケ
アーズ訪問看護
リハビリステー
ションかさま）

平成28年
１月１日
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茨城県告示第228号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３の規定に基づき，次のとおり指定したので，同法第21条の５

の24の規定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 主たる事務所の
所　　在　　地

指　定
年月日

サービス
の 種 類

0851200139
いばらきのケア
放課後等デイ
サービス　かわ
せみ

常陸太田市山下町
1696－３

株式会社いばら
きのケア

常陸太田市木崎二
町849

平成28年
３月１日

放課後等デイ
サービス

茨城県告示第229号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３の規定に基づき，次のとおり指定したので，同法第21条の５

の24の規定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 主たる事務所の
所　　在　　地

指　定
年月日

サービス
の 種 類

0850100603 みときっず２ 水戸市見川２－81
－１

株式会社　プロ
シード 水戸市小吹町2545 平成28年

３月１日
放課後等デイ
サービス

茨城県告示第230号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に基

づき，次のとおり指定したので，同法第51条第１号の規定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 主たる事務所の
所　　在　　地

指　定
年月日

サービス
の 種 類

0810800300 フィネス 龍ヶ崎市佐貫１丁
目７－１

合同会社ＦＩＮ
ＥＳＳＥ

取手市新町五丁目
19番11号

平成28年
３月１日

就労継続支援
Ａ型

茨城県告示第231号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に基

づき，次のとおり指定したので，同法第51条第１号の規定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 主たる事務所の
所　　在　　地

指定更新
年 月 日

サービス
の 種 類

0810300343 プルメリア訪問
介護株式会社

茨城県土浦市田中
三丁目８番28号

プルメリア訪問
介護株式会社

茨城県土浦市田中
三丁目８番28号

平成28年
３月１日

居宅介護
重度訪問介護
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茨城県告示第232号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について，同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告し，その意見書は，本日から１月間縦覧に供する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　カスミ勝田店

　　　ひたちなか市笹野町１丁目９－１，９－２，９－３

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成28年１月４日

　　イ　変更しようとする事項

　　　ア　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　　　　駐車場の位置

　　　イ　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　　　　ア　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　　　（変更前）第一駐車場　午前８時45分～翌午前０時15分

　　　　　　　　　　　第二駐車場　午前８時45分～午後９時

　　　　　　（変更後）第一駐車場　午前８時45分～翌午前０時15分

　　　　　　　　　　　第二駐車場　午前８時45分～翌午前０時15分

　　　　　　　　　　　第三駐車場　午前８時45分～午後９時

　　　　イ　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　　　　（変更前）９箇所

　　　　　　（変更後）５箇所

　⑶　届出年月日

　　　平成27年12月17日

２　市町村の意見

事　　　　　　柄 ひたちなか市からの意見の概要

駐車場 【安全確保等】

　駐車場と店舗間の歩行者通行に関して安全確保を行うとともに，駐車場内を走行

する車両の通路を路面標示等により明示されたい。

騒音対策 【適切な対応】

　等価騒音レベルの予測結果において，全地点で環境基準以下になっているが，変

動騒音にみられる耳障りな音（車両走行音，車両の後進警報ブザー音，アイドリン

グ音等）の最大値により苦情が寄せられる場合もあることから，騒音等に関する苦

情があった場合は誠意をもって対応されたい。
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理　　　　　由

　適正な管理・運営等により，周辺地域の良好な生活環境の保持を図るため。

３　縦覧の場所

　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第233号

　茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和52年茨城県告示第405号）の一部を次のように改正する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

　　別表１中「1.25％」を「1.30％」に，「0.50％」を「0.60％」に改める。

　　別表２中「0.6％」を「0.4％」に改める。

　　　付　則

１　この告示は，公布の日から施行する。

２･　この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は，平成28年２月19日以後になされた

貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し，同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給に

ついては，なお従前の例による。

茨城県告示第234号

　茨城県木材業者等登録条例（昭和36年茨城県条例第６号）第５条第１項の規定に基づき，次の者を木材業者等とし

て登録を行った。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　木材業者登録

登録
番号

登　録
年月日

住　　　　　　所
（所　在　地）

氏名
（代表者氏名）

商　　号
（名　称）

営業所又は工場
業種 備考

所　在　地 名　　称

4105 H28. ２.18 土浦市城北町９－17 羽成　裕介 （株）優正
工業

土浦市小松
１－22－27 商号に同じ

素材生
産業
土木工
事

茨城県告示第235号

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第２項の規定による次の加入区に関する届出を審査した結果，

同法第112条第１項の規定による同意があったと認めたので，同法第112条の２第３項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和27年農林省令第18号）第26条の３の規定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌
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発起人の住所及び氏名 加入区
漁船損害等補償法第113条第１項の

申出を受ける漁業協同組合　　　

北茨城市関本町関本中1564－303

阿久津　栄作　外１名　　 　　
平潟 平潟漁業協同組合

茨城県告示第236号

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第２項の規定による次の加入区に関する届出を審査した結果，

同法第112条第１項の規定による同意があったと認めたので，同法第112条の２第３項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和27年農林省令第18号）第26条の３の規定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

発起人の住所及び氏名 加入区
漁船損害等補償法第113条第１項の

申出を受ける漁業協同組合　　　

日立市川尻町１－26－12

根本　正明　外１名　　
川尻 川尻漁業協同組合

茨城県告示第237号

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第２項の規定による次の加入区に関する届出を審査した結果，

同法第112条第１項の規定による同意があったと認めたので，同法第112条の２第３項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和27年農林省令第18号）第26条の３の規定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

発起人の住所及び氏名 加入区
漁船損害等補償法第113条第１項の

申出を受ける漁業協同組合　　　

日立市会瀬町１－３－９

横田　政男　外１名　　
会瀬 久慈町漁業協同組合

茨城県告示第238号

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第２項の規定による次の加入区に関する届出を審査した結果，

同法第112条第１項の規定による同意があったと認めたので，同法第112条の２第３項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和27年農林省令第18号）第26条の３の規定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

発起人の住所及び氏名 加入区
漁船損害等補償法第113条第１項の

申出を受ける漁業協同組合　　　

日立市久慈町４－10－30

五来　靖彦　外１名　　
久慈 久慈町漁業協同組合
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茨城県告示第239号

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第２項の規定による次の加入区に関する届出を審査した結果，

同法第112条第１項の規定による同意があったと認めたので，同法第112条の２第３項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和27年農林省令第18号）第26条の３の規定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

発起人の住所及び氏名 加入区
漁船損害等補償法第113条第１項の

申出を受ける漁業協同組合　　　

日立市久慈町１－11－18

遠藤　丈夫　外１名　　
久慈 久慈浜丸小漁業協同組合

茨城県告示第240号

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第２項の規定による次の加入区に関する届出を審査した結果，

同法第112条第１項の規定による同意があったと認めたので，同法第112条の２第３項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和27年農林省令第18号）第26条の３の規定により告示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

発起人の住所及び氏名 加入区
漁船損害等補償法第113条第１項の

申出を受ける漁業協同組合　　　

東茨城郡大洗町磯浜町112－２

上山　猛　外１名　　　　 　
大洗 大洗町漁業協同組合

茨城県告示第241号

　建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第29条第１項の規定による許可の取消しをしたので，法第

29条の５第１項の規定により，次のとおり公告する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　処分をした年月日　平成28年２月26日

２　処分を受けた者

　⑴　商　　　　　号　株式会社ニシノグループ

　⑵　所　　在　　地　ひたちなか市馬渡1131番地１

　⑶　代表者の氏名　西野　秀則

　⑷　建設業許可番号　茨城県知事許可（般－23）第25208号

　　　　　　　　　　　茨城県知事許可（特－23）第25208号

　　　　　　　　　　　茨城県知事許可（特－27）第25208号

３　処分の内容

　　建設業の許可の取消し

４　処分の原因となった事実



12 第 2772 号　平成 28 年３月３日（木曜日）

　･　株式会社ニシノグループの元取締役が，同社の取締役在任当時に廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年

法律第137号）第16条の２に違反するとして，平成26年９月18日に，水戸地方裁判所から，懲役１年（執行猶予３年）

の刑に処せられ，同年10月３日にその裁判が確定したことは，法第８条第11号に該当する。

茨城県告示第242号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成28年３月３日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　　県道

２　路　線　名　　　石岡城里線

３　道路の区域

区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要

メートル メートル

小美玉市大谷999番２地先から

小美玉市小曽納449番３地先まで

旧
最大･ 20.4

最小･ 11.1
540

新
最大･ 34.4

最小･ 11.4
540 現 道 拡 幅

茨城県告示第243号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成28年３月３日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　　県道

２　路　線　名　　　玉里水戸線

３　道路の区域

区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要

メートル メートル

小美玉市三箇1228番地先から

小美玉市三箇442番６地先まで

旧
最大･ 30.0

最小･ 12.0
245

新
最大･ 40.0

最小･ 14.0
245 現 道 拡 幅

茨城県告示第244号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成28年３月３日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月３日
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茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　　県道

２　路　線　名　　　上吉影岩間線

３　道路の区域

区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要

メートル メートル

小美玉市竹原中郷1578番４地先から

石岡市正上内12116番１地先まで

旧
最大･ 23.0

最小･ 14.0
4900

新
最大･ 171.5

最小･ 15.0
4900 区 域 追 加

茨城県告示第245号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成28年３月３日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　　一般国道

２　路　線　名　　　293号

３　道路の区域

区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要

メートル メートル

常陸大宮市下町149番１地先から

常陸大宮市下町145番２地先まで

旧
最大･ 25.0

最小･ 10.5
88

新
最大･ 38.4

最小･ 10.5
88 現 道 拡 幅

茨城県告示第246号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成28年３月３日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　　県道

２　路　線　名　　　つくば野田線

３　道路の区域
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区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要

メートル メートル

つくば市飯田字䑓山256番２から

つくばみらい市紫峰ケ丘一丁目101番まで
旧　（A）

最大･ 49.0

最小･ 10.6
3613

つくば市飯田字䑓山256番２から

つくばみらい市紫峰ケ丘一丁目101番まで

つくば市片田字下谷原105番４から

つくば市片田字中割193番69まで

　　（A）

新　　　

　　（B）

最大･ 49.0

最小･ 10.6

最大･ 27.0

最小･ 27.0

3613

1194

バイパス設置

茨城県告示第247号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成28年３月３日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　　県道

２　路　線　名　　　取手つくば線

３　道路の区域

区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要

メートル メートル

つくば市谷田部字中野292番から

つくば市下萱丸字赤面119番１まで

旧
最大･ 30.0

最小･ 24.0
156

新
最大･ 32.5

最小･ 30.0
307

歩道・バイパ

ス設置

茨城県告示第248号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成28年３月３日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　　県道

２　路　線　名　　　取手つくば線

３　道路の区域

区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要

メートル メートル

つくば市古舘字前窪113番１から

つくば市飯田字大塚244番93まで

旧
最大･ 18.0

最小･ 18.0
1243

新
最大･ 30.0

最小･ 24.0
1395

歩道・バイパ

ス設置
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茨城県告示第249号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成28年３月３日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　県道　つくば野田線

２　供用開始の区間　　つくば市片田字下谷原105番４から

　　　　　　　　　　　つくば市片田字中割1193番69まで

３　供用開始の期日　　平成28年３月11日

茨城県告示第250号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成28年３月３日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　県道　取手つくば線

２　供用開始の区間　　つくば市谷田部字中野292番から

　　　　　　　　　　　つくば市下萱丸字赤面119番１まで

３　供用開始の期日　　平成28年３月11日

茨城県告示第251号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成28年３月３日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　県道　取手つくば線

２　供用開始の区間　　つくば市古舘字前窪113番１から

　　　　　　　　　　　つくば市飯田字大塚244番93まで

３　供用開始の期日　　平成28年３月11日

茨城県告示第252号

　車両制限令（昭和36年政令第265号）第３条第１項第３号の規定に基づき，通行する車両の高さの最高限度が4.1メー

トルである道路を下記のとおり指定し，併せて，同令第10条第１項の規定に基づき，当該道路を通行する高さが3.8メー

トルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のように指定する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　指定する道路の路線名及び区間

　　次表のとおり
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路　　線　　名 区　　　　間

一般国道408号
つくば市榎戸482番から

つくば市松代２丁目104まで

２　指定する期日

　　平成28年４月１日

３　通行方法

　１の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は，次の通行方法によらなければならない。

　⑴　走行位置の指定　･トンネル等の上空障害箇所では，車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがある

ので，車線からはみ出さないように走行するとともに，道路に隣接する施設等に出入するた

めやむを得ず車線からはみ出す場合は，標識や樹木等の上空障害物に接触しないように十分

に注意すること。

　⑵　後方警戒措置　　･後方車両に対し十分な車間距離を取らせ，交通の危険を防止するため，横寸法0.23メートル

以上，縦寸法0.12メートル以上（又は横寸法0.12メートル以上，縦寸法0.23メートル以上）の

地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を，

車両の後方の見えやすい箇所に掲げること。

　⑶　道路情報の収集　･道路の状況は，工事の実施等により変化することがあるので，あらかじめ道路情報を収集し，

上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。

茨城県告示第253号

　平成28年２月21日に執行した土浦・阿見都市計画事業阿見吉原西南工区土地区画整理審議会委員選挙の当選人を土

地区画整理法施行令（昭和30年政令第47号）第35条第４項の規定により次のとおり決定したので，同令第35条第５項

の規定により公告する。

　　　平成28年３月３日

茨城県竜ケ崎工事事務所長　　渡 　 辺 　 　 　 功

１　宅地の所有者が選挙すべき委員の当選人

氏　　名 住　　　　　所

青　山　孝　夫 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原2142番地

青　山　正　一 茨城県稲敷郡阿見町中央五丁目21番３号

湯　原　　　守 茨城県稲敷郡阿見町大字若栗1882番地３

青　山　　　均 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原3003番地２

青　山　和　泉 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原2249番地

篠　﨑　博　幸 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原2993番地

篠　﨑　利　治 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原2136番地

篠　﨑　　　弘 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原2360番地１

飯　野　　　弘 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原2031番地

佐　藤　匡　男 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原152番地

中　島　茂　夫 茨城県牛久市南１丁目３番地１

宇都木　哲　男 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原2152番地
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公　　　　　告

◉特定非営利活動法人の定款変更認証申請に関する公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき，特定非営利活動法人の定款変更認証

申請について，次のとおり申請があったので，同条第５項において準用する同法第10条第２項の規定により公告する。

　なお，当該定款変更認証申請に係る同項に規定する書類は，平成28年４月19日まで，茨城県生活環境部生活文化課

県民運動推進室（水戸市三の丸１丁目５番38号　茨城県三の丸庁舎）において公衆の縦覧に供する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　申請のあった年月日

　　平成28年２月19日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称

　　特定非営利活動法人　ＮＧＯ未来の子どもネットワーク

　　（設立認証：平成16年３月19日，設立：平成16年４月１日）

３　代表者の氏名

　　岡邊　広子

４　主たる事務所の所在地

　　茨城県龍ケ崎市白羽４丁目１番地２

５　定款に記載された目的

　･　この法人は，全ての子どもたちに対して，未来に平和を願うため，子どもが安心して暮らせるように，社会の基

盤となる子どもの権利条約を守るための啓蒙，啓発に努め，子どもの権利保障の拡大と福祉の増進，子どもの社会

参画の推進に寄与することを目的とする。

◉平成28年度前期技能検定実施公示

　職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号）第66条第３項の規定に基づき，技能検定の実施について

次のとおり公示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 　 本 　 　 　 昌

１　実施等級の区分

　　１級，２級，３級及び単一等級

２　試験の実施方法

　　実技試験及び学科試験

３　受検手数料，実施する検定職種，実施期日及び実施場所等

　⑴　実技試験

　　ア　受検手数料

　　　･　17,900円（ただし，茨城県手数料徴収条例別表第５の８の項金額の欄第１号のイに該当する者（３級を受検

する高等学校，職業能力開発校等の在校生（以下「在校生」という。））は，11,900円）

　　イ　実施する検定職種（作業）
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等級 検定職種（作業）

１・２級 造園（造園工事作業），金属熱処理（一般熱処理作業，浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業，高周波・

炎熱処理作業），機械加工（普通旋盤作業，数値制御旋盤作業，フライス盤作業，数値制御フラ

イス盤作業，ボール盤作業，ジグ中ぐり盤作業，平面研削盤作業，円筒研削盤作業，ホブ盤作業，

マシニングセンタ作業），放電加工（数値制御形彫り放電加工作業，ワイヤ放電加工作業），金属

プレス加工（金属プレス作業），鉄工（製缶作業，構造物鉄工作業），建築板金（内外装板金作業，

ダクト板金作業），工場板金（曲げ板金作業），めっき（電気めっき作業），仕上げ（治工具仕上

げ作業，金型仕上げ作業，機械組立仕上げ作業），切削工具研削（工作機械用切削工具研削作業），

ダイカスト（コールドチャンバダイカスト作業），電子機器組立て（電子機器組立て作業），電気

機器組立て（変圧器組立て作業，配電盤・制御盤組立て作業），光学機器製造（光学ガラス研磨

作業），建設機械整備（建設機械整備作業），婦人子供服製造（婦人子供注文服製作作業），家具

製作（家具手加工作業），建具製作（木製建具手加工作業），印刷（オフセット印刷作業），プラ

スチック成形（射出成形作業），強化プラスチック成形（手積み積層成形作業），石材施工（石積

み作業，石張り作業），とび（とび作業），左官（左官作業），築炉（築炉作業），ブロック建築（コ

ンクリートブロック工事作業），タイル張り（タイル張り作業），畳製作（畳製作作業），防水施

工（ウレタンゴム系塗膜防水工事作業，アクリルゴム系塗膜防水工事作業，シーリング防水工事

作業，FRP防水工事作業），内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業），熱絶縁施工（保

温保冷工事作業），化学分析（化学分析作業），表装（壁装作業），塗装（建築塗装作業，金属塗

装作業，噴霧塗装作業），広告美術仕上げ（広告面ペイント仕上げ作業，広告面粘着シート仕上

げ作業），写真（肖像写真デジタル作業），フラワー装飾（フラワー装飾作業）

１級 産業車両整備（産業車両整備作業），内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業，ボード仕上げ工事

作業）

３級 造園（造園工事作業），機械加工（普通旋盤作業，数値制御旋盤作業，フライス盤作業），工場

板金（曲げ板金作業），めっき（電気めっき作業），仕上げ（機械組立仕上げ作業），機械検査

（機械検査作業），電子機器組立て（電子機器組立て作業），とび（とび作業），ブロック建築（コ

ンクリートブロック工事作業），化学分析（化学分析作業），フラワー装飾（フラワー装飾作業）

単一等級 路面標示施工（溶融ペイントハンドマーカー工事作業）

　　ウ　実施期日

　　　･　実技試験は，平成28年６月２日（木）から平成28年９月７日（水）までの間において，別途茨城県職業能力

開発協会が指定する日に行う。

　　エ　実施場所

　　　　　実技試験の実施場所は，別途茨城県職業能力開発協会から通知する。

　　オ　問題の公表

　　　･　実技試験問題は，平成28年５月26日（木）から茨城県職業能力開発協会において公表するとともに，受検申

請者あて送付する。ただし，一部の検定職種については，問題の全部又は一部を公表しない。　　　　　

　⑵　学科試験

　　ア　受検手数料

　　　　3,100円

　　イ　実施する検定職種（作業）及び実施期日



19第 2772 号　平成 28 年３月３日（木曜日）

等級 検定職種（作業） 実施期日

３級 造園（造園工事作業），機械加工（普通旋盤作業，数値制御旋盤作業，フ

ライス盤作業），工場板金（曲げ板金作業），めっき（電気めっき作業），

仕上げ（機械組立仕上げ作業），機械検査（機械検査作業），電子機器組

立て（電子機器組立て作業），とび（とび作業），ブロック建築（コンク

リートブロック工事作業），化学分析（化学分析作業），フラワー装飾（フ

ラワー装飾作業）

平成28年

７月17日（日）

１・２級 造園（造園工事作業），金属熱処理（一般熱処理作業，浸炭・浸炭窒化・

窒化処理作業，高周波・炎熱処理作業），金属プレス加工（金属プレス作

業），産業車両整備（産業車両整備作業），光学機器製造（光学ガラス研

磨作業），プラスチック成形（射出成形作業），とび（とび作業），築炉

（築炉作業），防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事作業，アクリルゴ

ム系塗膜防水工事作業，シーリング防水工事作業，FRP防水工事作業），

化学分析（化学分析作業），塗装（建築塗装作業，金属塗装作業，噴霧

塗装作業）

平成28年

８月21日（日）

１・２級 機械加工（普通旋盤作業，数値制御旋盤作業，フライス盤作業，数値制

御フライス盤作業，ボール盤作業，ジグ中ぐり盤作業，平面研削盤作業，

円筒研削盤作業，ホブ盤作業，マシニングセンタ作業），鉄工（製缶作業，

構造物鉄工作業），めっき（電気めっき作業），ダイカスト（コールドチャ

ンバダイカスト作業），電子機器組立て（電子機器組立て作業），建設機

械整備（建設機械整備作業），婦人子供服製造（婦人子供注文服製作作

業），家具製作（家具手加工作業），建具製作（木製建具手加工作業），

印刷（オフセット印刷作業），左官（左官作業），畳製作（畳製作作業），

内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業，鋼製下地工事作業，

ボード仕上げ工事作業），広告美術仕上げ（広告面ペイント仕上げ作業，

広告面粘着シート仕上げ作業）

平成28年

８月28日（日）

１・２級 写真（肖像写真デジタル作業） 平成28年

８月31日（水）

１・２級 放電加工（数値制御形彫り放電加工作業，ワイヤ放電加工作業），建築板

金（内外装板金作業，ダクト板金作業），工場板金（曲げ板金作業），仕

上げ（治工具仕上げ作業，金型仕上げ作業，機械組立仕上げ作業），切削

工具研削（工作機械用切削工具研削作業），電気機器組立て（変圧器組

立て作業，配電盤・制御盤組立て作業），強化プラスチック成形（手積

み積層成形作業），石材施工（石積み作業，石張り作業），ブロック建築（コ

ンクリートブロック工事作業），タイル張り（タイル張り作業），熱絶縁

施工（保温保冷工事作業），表装（壁装作業），フラワー装飾（フラワー

装飾作業）

平成28年

９月４日（日）

単一等級 路面標示施工（溶融ペイントハンドマーカー工事作業） 平成28年

９月４日（日）
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　　ウ　実施場所

　　　　学科試験の実施場所は，別途茨城県職業能力開発協会から通知する。

４　受検申請の手続き

　⑴　提出書類

　　ア　技能検定受検申請書

　　イ　実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は，その資格を証明する書類

　　ウ　実技試験を在校生として受検する場合は，在校生であることを証明する書類

　⑵　提出先

　　　茨城県職業能力開発協会

　　　住所　〒310－0005　水戸市水府町864－４（茨城県職業人材育成センター内）

　　　電話　029－221－8647

　⑶　受付期間

　　　平成28年４月４日（月）から４月15日（金）まで

　⑷　受検申請に関する注意

　　ア　技能検定受検申請書（以下「申請書」という。）の用紙及び受検案内は，茨城県職業能力開発協会で配布する。

　　　･　なお，申請書の用紙等の郵送を希望する場合は，封筒の表面に「技能検定受検申請書用紙請求」と朱書きし，

返信用封筒（あて先を記入し，140円切手を貼った角２封筒）を同封のうえ，請求すること。

　　イ･　申請書を郵送する場合は書留郵便とし，封筒の表面に「技能検定受検申請書在中」と朱書きすること。（た

だし，実技試験に人数制限を設けている職種（作業）は，郵送による受付は行わない。）

　　　･　なお，試験の免除を受けようとするときは，その資格を証明する書類を同封すること。郵送による申請は，

受付期間内の消印のあるものに限り受け付ける。

　　ウ･　実技試験及び学科試験の両方の免除を受ける資格がある者の受検申請については，前記３⑴イ及び⑵イに掲

げる検定職種以外の職種（指定試験機関が実施する職種を除く。）についても受け付ける。

５　受検手数料の納付方法

　･　実技試験の手数料の額（前記３⑴アに定められた額）及び学科試験の手数料の額（3,100円）を申請書に添えて納

付すること。郵送の場合は，現金書留で納付すること。

　　なお，実技試験又は学科試験が免除される場合は，当該試験に係る手数料の納付は不要とする。

　　また，納付した手数料は，申請を取り下げた場合又は試験を受けなかった場合でも返還しない。

６　合格の発表等

　⑴　技能検定合格者の発表

　　･　３級に係る者については，平成28年８月26日（金）に，その他の等級に係る者については，平成28年９月30日

（金）に茨城県庁15階職業能力開発課入り口前の廊下に職種別に合格者の受検番号を掲示するとともに，茨城県

のホームページ内に掲載する。

　　　なお，合格者に対しては，書面により通知する。

　⑵　実技試験又は学科試験の合格者の発表

　　･　実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者で，３級に係る者については平成28年８月26日（金）以降に，

その他の等級に係る者については平成28年９月30日（金）以降に，茨城県職業能力開発協会から書面で通知する。

　⑶　技能検定合格証書等の交付

　　･　１級及び単一等級の技能検定合格者には厚生労働大臣名，２級及び３級の技能検定合格者には茨城県知事名の
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合格証書を交付する。

　　　このほか，厚生労働大臣から技能検定合格者に対し，合格した等級の技能士章が交付される。

７　その他

　･　不明な点は，茨城県職業能力開発協会（電話）029－221－8647又は茨城県商工労働部職業能力開発課（電話）

029－301－3656まで問い合わせること。

◉平成28年度技能検定（随時３級，基礎１級及び基礎２級）実施公示

　職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号）第66条第３項の規定に基づき，技能検定の実施について

次のとおり公示する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 　 本 　 　 　 昌

１　実施する検定職種（作業）及び等級の区分

等級 検定職種（作業）

随時３級

基礎１級

基礎２級

さく井（パーカッション式さく井工事作業，ロータリー式さく井工事作業），鋳造（鋳鉄鋳物鋳

造作業，非鉄金属鋳物鋳造作業），鍛造（ハンマ型鍛造作業，プレス型鍛造作業），機械加工（普

通旋盤作業，数値制御旋盤作業，フライス盤作業，マシニングセンタ作業），金属プレス加工（金

属プレス作業），鉄工（構造物鉄工作業），建築板金（内外装板金作業，ダクト板金作業），工場

板金（機械板金作業），めっき（電気めっき作業，溶融亜鉛めっき作業），アルミニウム陽極酸

化処理（陽極酸化処理作業），仕上げ（治工具仕上げ作業，金型仕上げ作業，機械組立仕上げ作業），

機械検査（機械検査作業），ダイカスト（ホットチャンバダイカスト作業，コールドチャンバダ

イカスト作業），電子機器組立て（電子機器組立て作業），電気機器組立て（回転電機組立て作業，

変圧器組立て作業，配電盤・制御盤組立て作業，開閉制御器具組立て作業，回転電機巻線製作

作業），プリント配線板製造（プリント配線板設計作業，プリント配線板製造作業），冷凍空気

調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業），染色（糸浸染作業，織物・ニット浸染作業），ニッ

ト製品製造（丸編みニット製造作業，靴下製造作業），婦人子供服製造（婦人子供既製服縫製作業），

紳士服製造（紳士既製服製造作業），寝具製作（寝具製作作業），帆布製品製造（帆布製品製造作業），

布はく縫製（ワイシャツ製造作業），家具製作（家具手加工作業），建具製作（木製建具手加工作業），

紙器・段ボール箱製造（印刷箱打抜き作業，印刷箱製箱作業，貼箱製造作業，段ボール箱製造作業），

印刷（オフセット印刷作業），製本（製本作業），プラスチック成形（圧縮成形作業，射出成形

作業，インフレーション成形作業，ブロー成形作業），強化プラスチック成形（手積み積層成形

作業），石材施工（石材加工作業，石張り作業），パン製造（パン製造作業），ハム・ソーセージ・

ベーコン製造（ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業），水産練り製品製造（かまぼこ製品製造

作業），建築大工（大工工事作業），かわらぶき（かわらぶき作業），とび（とび作業），左官（左

官作業），タイル張り（タイル張り作業），配管（建築配管作業，プラント配管作業），型枠施工（型

枠工事作業），鉄筋施工（鉄筋組立て作業），コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業），

防水施工（シーリング防水工事作業），内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業，カー

ペット系床仕上げ工事作業，鋼製下地工事作業，ボード仕上げ工事作業，カーテン工事作業），

熱絶縁施工（保温保冷工事作業），サッシ施工（ビル用サッシ施工作業），ウェルポイント施工（ウェ
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ルポイント工事作業），表装（壁装作業），塗装（建築塗装作業，金属塗装作業，鋼橋塗装作業，

噴霧塗装作業），工業包装（工業包装作業）

２　試験の実施方法

　　実技試験及び学科試験

３　受検手数料，実施期日及び実施場所等

　⑴　実技試験

　　ア　受検手数料　17,900円

　　イ　実施期日

　　　･　実技試験は，平成28年４月１日（金）から平成29年３月31日（金）までの間において，別途茨城県職業能力

開発協会が指定する日に行う。

　　ウ　実施場所

　　　　実技試験の実施場所は，別途茨城県職業能力開発協会から通知する。

　　エ　問題の公表

　　　･　実技試験問題は，あらかじめ受検申請者に公表する。ただし，一部の検定職種については，問題の全部又は

一部を公表しない。

　⑵　学科試験

　　ア　受検手数料　3,100円

　　イ　実施期日

　　　･　学科試験は，平成28年４月１日（金）から平成29年３月31日（金）までの間において，別途茨城県職業能力

開発協会が指定する日に行う。

　　ウ　実施場所

　　　　学科試験の実施場所は，別途茨城県職業能力開発協会から通知する。

４　受検申請の手続き

　⑴　提出書類

　　　技能検定受検申請書

　⑵　提出先

　　　茨城県職業能力開発協会

　　　住所〒310－0005　水戸市水府町864－４（茨城県職業人材育成センター内）

　　　電話029－221－8647　　

　⑶　受付期間

　　　原則として，技能検定試験の実施日の30日前までとする。

　⑷　受検申請に関する注意

　　ア　技能検定受検申請書（以下「申請書」という。）の用紙は，茨城県職業能力開発協会で配布する。

　　　･　なお，申請書の用紙の郵送を希望する場合は，封筒の表面に「技能検定受検申請書用紙請求」と朱書きし，

返信用封筒（あて先を記入し，140円切手を貼った角２封筒）を同封のうえ，請求すること。

　　イ　申請書を郵送する場合は書留郵便とし，封筒の表面に「技能検定受検申請書在中」と朱書きすること。

５　受検手数料の納付方法

　･　実技試験の手数料の額（17,900円）及び学科試験の手数料の額（3,100円）を申請書に添えて納付すること。郵送

の場合は，現金書留で納付すること。
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６　合格の発表等

　⑴　実技試験又は学科試験の合格者の発表

　　　実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者については，茨城県職業能力開発協会から書面で通知する。

　⑵　技能検定合格証書等の交付

　　　随時３級，基礎１級及び基礎２級の技能検定合格者には，茨城県知事名の合格証書を交付する。

　　　このほか，厚生労働大臣から随時３級の合格者に対し，技能士章が交付される。

７　その他

　　随時３級，基礎１級及び基礎２級の技能検定は，外国人を対象とした「修得技能等の評価」に活用される。

　･　不明な点は，茨城県職業能力開発協会（電話）029－221－8647又は，茨城県商工労働部職業能力開発課（電話）

029－301－3656まで問い合わせること。

◉農用地利用配分計画の認可の申請

　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により農用地利用配分計画の

認可の申請があったので，同条第３項の規定により次のとおり公告し，平成28年３月３日から同月16日までの間，茨

城県農林水産部農業経営課において縦覧に供する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者
賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住所

栢内　孝允 水戸市平戸町512番地 水戸市平戸町字荒地527番１

飛田　力也 水戸市青柳町531番地 水戸市青柳町字高田4322番２

岩﨑　征男 水戸市中河内町408番地 水戸市青柳町字松ノ木4027番

綿引　貴明 水戸市飯島町1147番地
水戸市開江町字長田2358番　ほか11

筆

木村　好美 水戸市島田町45番地
水戸市島田町字勝見田3523番　ほか

12筆

吉川　勝久 水戸市塩崎町34番地３
水戸市塩崎町字樋下3445番　ほか３

筆

上神谷　英典 北茨城市磯原町豊田1026番地１
北茨城市中郷町上桜井字道ノ下2263

番

大友　忠正 北茨城市関本町福田1772番地
北茨城市関本町関本中字七羽3432番

ほか１筆

橋本　賢司 潮来市潮来747番地
潮来市大洲字大洲1364番２　ほか２

筆

先﨑　洋一 那珂市静1222番地 那珂市静字溜下2157番　ほか２筆

金子　幸一 那珂市静623番地 那珂市静字青木前625番

金子　光男 那珂市静613番地 那珂市静字上坪611番１

木内　義延 稲敷市押砂237番地 稲敷市押砂字中野1868番　ほか17筆
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賃借権の設定等を受ける者
賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住所

飯島　栄一 稲敷市押砂121番地
稲敷市押砂字上野2071番１　ほか13

筆

岡野　繁男 稲敷市六角398番地
稲敷市六角字壱番割423番　ほか５

筆

小沼　宏行 小美玉市竹原中郷422番地
小美玉市竹原字町田2406番１　ほか

３筆

◉農用地利用配分計画の認可

　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第４項の規定により，次のとおり農用地利

用配分計画を認可したので，同条第５項の規定により公告する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者
賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住所

和田　勇 常総市中山町132番地
常総市箕輪町字根田647番　ほか50

筆

石塚　幸一 常総市十花町218番地
常総市平町字屋敷附281番１　ほか

36筆

結束　隆司 常総市中山町60番地
常総市長助町字西通701番　ほか17

筆

沼尻　隆志 常総市東野原３番地
常総市新石下字二本木4670番　ほか

８筆

永瀬　知行 常総市中山町170番地
常総市十花町字仲新田490番１　ほ

か11筆

浅野　久雄 常総市小保川1262番地
常総市小保川字小保川南1438番　ほ

か３筆

笠原　信夫 常総市相野谷町290番地
常総市相野谷町字海道東4134番１　

ほか２筆

小林　一夫 常総市豊岡町乙395番地
常総市豊岡町字野中乙3744番　ほか

１筆

沼尻　吉糾 常総市中妻町77番地
常総市中妻町字大野道北6589番１　

ほか５筆

株式会社ひかりファーム常総 常総市川崎町甲１番地
常総市小保川字善当1904番　ほか38

筆

２　認可年月日

　　平成28年３月３日
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◉開発行為の工事完了

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の許可に係る開発行為について，次の区域の工事が完了したの

で，同法第36条第３項の規定により公告する。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　つくばみらい市豊体字豊体431番，432番

２　事業主の住所及び氏名

　　つくばみらい市豊体1099番地４

　　　井　橋　　　功，井　橋　憲　一

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　稲敷郡阿見町大字実穀字屋敷尻1099番３

２　事業主の住所及び氏名

　　稲敷郡阿見町大字実穀1365番地１

　　　菅　谷　芳　宏

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　桜川市下泉字会ノ田65番２

２　事業主の住所及び氏名

　　桜川市下泉65番地

　　　植　木　健　一

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　桜川市真壁町下小幡字川子田465番１

２　事業主の住所及び氏名

　　筑西市岡芹1187番地１　魚正ハイツＢ202

　　　木　村　昌　寛

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　結城郡八千代町大字松本字楢株446番５，447番10，同番13

２　事業主の住所及び氏名

　　結城郡八千代町大字松本446番地

　　　金　子　正　之

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称
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　　猿島郡五霞町大字大福田字西裏715番８

２　事業主の住所及び氏名

　　猿島郡五霞町大字大福田680番地

　　　有限会社五霞環境整備

　　　　代表取締役　知　久　敏　之

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　猿島郡五霞町大字小福田字同所新田733番１

２　事業主の住所及び氏名

　　埼玉県越谷市大字袋山2050番地１　ニートマルイビル907

　　　佐　藤　忠　喜，佐　藤　美奈子

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　猿島郡境町大字長井戸字前新田1568番１

２　事業主の住所及び氏名

　　猿島郡境町大字長井戸1568番地１

　　　西　澤　浩　行

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　猿島郡境町大字西泉田字上地1529番２

２　事業主の住所及び氏名

　　猿島郡境町大字西泉田877番地

　　　橋　本　郁　枝

◉道路の廃止

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号に規定する道路を次のとおり廃止した。

　　　平成28年３月３日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

廃止番号 廃止年月日
申請者

道路の位置
道路の幅員及び延長

氏　名 住　所 幅　員 延　長
メートル メートル

西セ建指令

第240号

平成28年２月19日 山口　日出

男

常総市新石毛247番

地

常総市東野原字邸前

219番２の一部

4.00 31.70
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（労 働 委 員 会）

◉審査の実施状況の公表

　労働組合法（昭和24年法律第174号）第27条の18及び審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する規則（平

成17年茨城県労働委員会規則第２号）第３条第１項の規定により，平成27年における不当労働行為事件の審査の実施

状況を次のとおり公表する。

　　　平成28年３月３日

茨城県労働委員会会長　　小 　 泉 　 尚 　 義

１　取扱件数

前 年 か ら の 繰 越 件 数 ３件

新 規 申 立 件 数 －件

計 ３件

２　終結件数

取 扱 件 数 ３件

終 結 件 数 １件

終 結 状 況

命 令・ 決 定 １件

和 解 －件

取 下 げ －件

翌 年 へ の 繰 越 件 数 ２件

３　終結事件の審査の期間の状況

申　立
年月日 事件番号 終　結

年月日 終結状況 審査の期間 備考

１ 平成25年
５月16日 平成25年（不）第３号 平成27年

６月10日
命　　令

（一部救済） 約２年１箇月

　　（注）･　当委員会における審査の期間の目標は「１年６箇月」である（平成17年３月17日総会決定。平成17年３

月24日茨城県労働委員会告示第１号で告示）。

正　　　　　誤

　平成27年３月30日付け茨城県報第2678号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ 行 誤 正

13 下から12 石岡市正上内1634番地３地先まで 石岡市正上内12116番１地先まで
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